
 
 

事  務  連  絡 

令和６ 年４ 月 19 日 

 

 

各      介護保険担当主管部（ 局）  御中 

 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

処遇改善加算未取得の訪問介護事業所等への取得支援の取組について 

 

令和６ 年度の介護職員等処遇改善加算等の取扱いに関し ては、「 介護職員等処

遇改善加算等に関する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」（ 令和６ 年３ 月 15 日老発 0315 第２ 号厚生労働省老健局長通知） により お

示し し たと こ ろ ですが、今般、特に重点的な支援が必要と 考えら れる処遇改善加

算等を 未取得の訪問介護事業所に対し 、 ４ 月 17 日より 順次、 加算の取得を 支援

するためのリ ーフ レッ ト（ 別添１ ） 等を 厚生労働省から 直接送付し ていると こ ろ

です。  

その際、 令和６ 年６ 月から 介護職員等処遇改善加算Ⅲを 算定する場合に必要

な項目に記入箇所を 絞っ た上で、郵送やＦ Ａ Ｘ での提出を前提に、手書き での記

入を可能と し た処遇改善計画書の様式（ 別添１ 別紙１ ） 等を併せて送付し ていま

す。  

そのため、 「 調査・ 照会（ 一斉調査） システム」 において４ 月 10 日に情報提

供さ せていただいたと おり 、 各都道府県・ 指定都市・ 中核市におかれまし ては、

郵送やＦ Ａ Ｘ によ る 計画書の提出があり まし たら 、 ご対応方よ ろ し く お願いし

ます。  

なお、 本件にかかる留意点は下記のと おり です。  

・  厚生労働省から 事業者に送付し た様式は、処遇改善加算を 未取得の訪問介護

事業所が令和６ 年６ 月から 介護職員等処遇改善加算Ⅲを 算定する 場合に使

途を限定し ています。令和６ 年５ 月分から 取得する場合や、処遇改善加算Ⅲ

以外の加算区分を 取得する場合には、局長通知別紙様式７ 等の他の様式をご

使用いただく こ と が必要です。  

・  ただし 、総合事業の訪問型サービスで、１ 単位の単価が訪問介護サービスと

同じ 場合に限り 、 同じ 様式で作成・ 提出いただけるこ と と し ています（ 「 サ

ービス名」 は「 訪問介護」 のままで可） 。  

・  総合事業に係る処遇改善加算の計画書の提出先は、通常通り 各市区町村と な

都道府県 

市区町村 



 
 

り ます。各市区町村におかれまし ては、郵送やＦ Ａ Ｘ による計画書の提出が

あり まし たら 、 ご対応方よろ し く お願いし ます。  

・  「 介護給付費算定に係る 体制等に関する 届出等における 留意点について」

（ 令和６ 年３ 月 15 日老発 0315 第１ 号厚生労働省老健局長通知） において、

体制等状況一覧表の記載及び届出の方法についてお示し し ていると こ ろ 、処

遇改善加算等を 未取得の訪問介護事業所が別添１ 別紙１ の様式によ り 処遇

改善計画書を 提出する場合には、計画書の提出をも っ て、体制等状況一覧表

の受付は省略いただいて差し 支えあり ません。  

・  今般、厚生労働省から リ ーフ レッ ト 等の直接送付を 行っ た事業所は、介護サ

ービス情報公表システムに掲載さ れている情報を も と に、令和３ 年度以降に

更新のあっ た処遇改善加算未取得の訪問介護事業所です。  

別途、 一覧を 「 調査・ 照会（ 一斉調査） システム」 に掲載いたし ますので、

処遇改善加算未取得の訪問介護事業所であっ て、今般の直接送付の送付先か

ら 漏れている事業所があり まし たら 、 各都道府県・ 指定都市・ 中核市の判断

で、 必要に応じ て追加送付し ていただいても 差し 支えあり ません。  

 

また、 今般厚生労働省から リ ーフ レ ッ ト 等を 直接送付し た訪問介護以外のサ

ービス類型の事業所・ 施設に対し ても 、 各都道府県・ 市区町村が必要に応じ て送

付いただく こ と ができ るよ う 、 サービ ス類型を 問わないリ ーフ レ ッ ト 等のひな

形を別添２ のと おり 送付いたし ます。  

各都道府県・ 市区町村におかれまし ては、必要に応じ て別添２ のひな形をご活

用いただく などし て、 訪問介護以外の処遇改善加算未取得事業者への加算取得

への働き かけをよろ し く お願いし ます。  



処 遇 改 善 加 算 を 取 得 し て い な い 訪 問 介 護 事 業 所 の 皆 さ ま へ

処遇改善加算の取得がと て も 簡単にな り ま し た

介護現場で 働く 方の処遇改善のた め、 令和６ 年６ 月から 、

処遇改善加算がわかり やす く ・ 取得し やす く な り ま し た 。

現在処遇改善加算を 取得し て い な い 事業所で は 、

新し い 「 処遇改善加算Ⅲ」 （ 訪問介護で は加算率1 8 . 2 % ） の取得が、

簡単で お す す めで す 。

職員の満足度Ｕ Ｐ ！

新規採用・ 定着促進

に 役立つ ！ 介護職員１ 人当た り

月額４ 万円以上の

処遇改善が可能！

裏面の「 手順」 に し た がっ て 、
別紙①の計画書を 作成し 、 自治体に 提出く だ さ い ！

※入れ違いでの送付と なり まし たら ご容赦く ださ い

全事業所の9割超がすで に 処遇改善加算を 取得済みで す。

未取得の事業者様は、 こ の機会にぜひ手続き を し て く だ さ い。

事業所のメ リ ッ ト

職員のメ リ ッ ト

なじ みの職員が働き 続けら れる環境の整備を

通じ て、 人手不足を 心配せず、 良質なサービ

スを受け続けら れるこ と につながり ます

利用者のメ リ ッ ト

加算額の配分

対象についての

要件などを

大き く 緩和！

※介護サービス情報公表システムの情報に基づき ご送付し ています



050-3733-0222

も っ と 詳 し く 知 り た い 方 へ

別紙①の書類を 作成

電子申請を 行う 場合：
右下の二次元コ ード から
様式のExcelフ ァ イ ルを ダウンロ ード

9 : 0 0 ～1 8 : 0 0 （ 土 日含 む ）

制度や届出書類の詳細は、 厚生労働省Ｈ Ｐ を ご覧く ださ い

ステッ プ

1

市区町村窓口※に 、 別紙①を 郵送ま た はFA X で 送信

令和６ 年６ 月分から 取得する場合の締切：

⇒提出後、 必要があれば自治体から 折り 返し ます

電子申請を 行う 場合： 各自治体のＨ Ｐ から 提出先をチェ ッ ク

６ 月分から 処遇改善加算Ⅲが算定可能に 。
介護報酬の請求の際、 あ わせて 加算も 請求

６ 月分の加算額は８ 月に 振り 込み。
加算額を も と に 、 職員の賃金改善を お 忘れな く ！

ステッ プ

２

ステッ プ

３

ステッ プ

４

６ 月1 5 日

加 算 取 得 の 手 順

厚生労働省 相談窓口

加 算 取 得 の 手 順

ご 不 明 点 や ご 相 談 は 専 用 窓 口 に お 気 軽 に お 電 話 く だ さ い

土 日 も ご 利 用 い た だ け ま す

様式の記入に
かかる目安の

入力時間

1 時 間

計画書の
入力項目は

従来の

3 分の1

※別紙①に提出先を記載し てあり ます

令和６ 年５ 月分から 取得す る 場合や、 処遇改善加算Ⅲ以外の加算区分を 取
得す る 場合： 右下の二次元コ ー ド から E x c e l フ ァ イ ルを ダ ウ ン ロ ー ド し 、
記入方法の解説動画を 参考に 、 作成・ 提出し て く だ さ い
（ ５ 月分から 取得す る 場合の締切： ５ 月1 5 日）

二次元コ ード

（ でき る だけ早期のご提出が確実です）



送付用（ 全２ 枚）

１ ． 基本情報

３ ． その他の要件について
・ 以下のそれぞれの項目について、 いずれかを 選択し てく ださ い。

⑴ 任用要件の整備（ 介護職員の任用における 職位、 職責又は職務内容等の要件）

既に定めている

令和６ 年度中に定める 予定（ ⇒別紙③（ 提出不要） を ご活用く ださ い。 ）

⑵ 賃金体系の整備（ ⑴の職位、 職責又は職務内容等に応じ た賃金体系）
既に定めている
令和６ 年度中に定める 予定（ ⇒別紙③（ 提出不要） を ご活用く ださ い。 ）

⑶ 研修計画の策定なら びに研修の実施または研修機会の確保（ 以下のいずれかを実施）

・ 研修機会の提供又は技術指導等を 実施する と と も に、 介護職員の能力評価を 行う
・ 資格取得のための支援を 実施する

既に行っ ている
令和６ 年度中に行う 予定（ ⇒別紙③（ 提出不要） を ご活用く ださ い。 ）

⑷ 昇給の仕組みの整備（ 経験・ 資格等に応じ た昇給又は定期昇給の仕組み） 【 新加算Ⅲのみ】
既に行っ ている
令和６ 年度中に行う 予定（ ⇒別紙③（ 提出不要） を ご活用く ださ い。 ）

・

４ ． 確認事項　 以下の内容について内容を 確認し 、 すべてにチェ ッ ク （ ✓） を 入れてく ださ い。

記入方法は
別紙②を 確
認く ださ い

電話番号

（ FAXで提出する 場合は、 裏面も 忘れずに送信し てく ださ い）

処遇加算等を 除く
総単位数[ 単位/月]

Ｆ Ａ Ｘ 別紙①
送付先

FAX番号 郵送の
場合の
送付先

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書（ 令和６ 年度）

介護保険
事業所番号

指定権者名 事業所の所在地
１ 単位の
単価[ 円]

サービ ス名 事業所名 新加算の区分 加算率

訪問介護 Ⅲ 18. 2%

２ ． 賃金改善の要件

 加算の見込額（ 年額） 円 … ①
②は①以上である こ と

 賃金改善の見込額（ 年額） 円 … ②

 ①のう ち 新加算Ⅳの1/2相当の見込額 円 … ③
④は③以上である こ と

 ②のう ち 月額での賃金改善の見込額 円 … ④

参考１ の職場環境等の改善の取組のう ち 、 いずれか１ つ以上にチェ ッ ク （ ✓） を 入れてく ださ い。

処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。
また、処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。

労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令
に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。

労働保険料の納付が適正に行われています。

本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。

－１ －



令和 年 月 日

事業者・ 書類作成者の基本情報

〒 -

上記の記載内容・確認事項の内容に間違いありません。
記載内容を証明する資料を適切に保管することを誓約します。

法人名

代表者 職名 氏名

法人名
フ リ ガナ 法人

住所名称

法人
代表者

職名 書類
作成者

フ リ ガナ 電話番号

氏名 氏名 E-mai l

内容

入職促進
に向けた取
組

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの
明確化

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採
用の仕組みの構築

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

資質の向
上やキャリ
アアップに
向けた支援

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い
介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中
堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の
確保

－２ －

生産性向
上のため
の業務改
善の取組

タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入に
よる業務量の縮減
高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報など
も含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化
５S活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践
による職場環境の整備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・
働きがいの
醸成

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏ま
えた勤務環境やケア内容の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流
の実施

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

両立支援・
多様な働き
方の推進

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託
児施設の整備

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した
非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

腰痛を含む
心身の健
康管理

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機
器等導入及び研修等による腰痛対策の実施

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設
置等健康管理対策の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

参考１ 　 職場環境等の改善の取組
（ 以下に掲げる 24の取組のう ち、 全体で１ つ以上の取組にチェ ッ ク （ ✓） を 入れてく ださ い。 ）

区分



送付用

１ ． 基本情報

 ②のう ち 月額での賃金改善の見込額 1,750,000 円 … ④

 ①のう ち 新加算Ⅳの1/2相当の見込額 1,665,506 円 … ③

①

 賃金改善の見込額（ 年額） 4,200,000 円 … ②

２ ． 賃金改善の要件

 加算の見込額（ 年額） 4,180,995 円 …

訪問介護 ○○ケアセンタ ー

1234567890 札幌市 北海道 函館市 10. 21 225, 000

サービ ス名 事業所名 新加算の区分

提出先 北海道

FAX番号

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書（ 令和６ 年度）

介護保険
事業所番号

指定権者名 事業所の所在地
１ 単位の
単価[ 円] 記入方法は

別紙②を 確
認く ださ い

XXX-XXX-XXXX 郵送の
場合の
送り 先

〒XXX-XXXX　 ○○○○○○○
XXX-XXX-XXXX

Ｆ Ａ Ｘ 別紙②

処遇加算等を 除く
総単位数[ 単位/月]

加算率 18. 2%

電話番号

Ⅲ

B

C

A

B には、 １ 月あたりの介護報酬総単位数として見込まれる単位数（ 処遇改善

加算等を含まない。） を、前年１ 月から12月までの１ 年間の介護報酬総単位

数を12で除するなどの適当な方法によって推計し、記載してください。

①には、次の額を計算して記入してください。

① ＝ A×Ｂ ×Ｃ ×1 0 （ か月） ※

※10か月 ⇒ 令和６ 年６ 月～令和７ 年３ 月

②には、①の加算額以上とな

るような賃金改善の見込額を

事業所で設定し、記入してくだ

さい。

④には、③の見込額以上となるような月給での賃金改善の見込額を事業所で

設定し、記入してください（ 令和７ 年度以降に必須となる要件） 。

ただし、令和６ 年度中は、④が③以上とならなくても差し支えありません。

記入方法

Aに 「１ 単位の単価」があらかじめ印字されていない場合は、

裏面の一覧から当てはまるものを記入してください。

本様式は、処遇改善加算を未取得の訪問介護事業所が対象です。ただし、総合事業の訪問型サービスで、１ 単

位の単価が訪問介護サービスと同じ場合には、同じ様式で申請いただけます（ 「サービス名」は「訪問介護」のままで

可） 。ただし、総合事業の指定権者・提出先は各市町村となりますので、提出もれがないようご注意ください。

③には、次の額を計算して記

入してください。

③ ＝ A×Ｂ ×1 4 . 5 %

×1 /2 ×1 0 （ か月）



都道府県 市区町村 単価 都道府県 市区町村 単価 都道府県 市区町村 単価 都道府県 市区町村 単価 都道府県 市区町村 単価
札幌市 10. 21 深谷市 10. 21 鎌倉市 11. 05 大治町 10. 42 大阪狭山市 10. 42
その他地域 10. 00 日高市 10. 21 厚木市 11. 05 蟹江町 10. 42 阪南市 10. 42

青森県 全域 10. 00 毛呂山町 10. 21 相模原市 10. 84 豊山町 10. 42 島本町 10. 42
岩手県 全域 10. 00 越生町 10. 21 横須賀市 10. 84 飛島村 10. 42 豊能町 10. 42

仙台市 10. 42 滑川町 10. 21 藤沢市 10. 84 豊橋市 10. 21 能勢町 10. 42
多賀城市 10. 42 川島町 10. 21 逗子市 10. 84 半田市 10. 21 忠岡町 10. 42
その他地域 10. 00 吉見町 10. 21 三浦市 10. 84 豊川市 10. 21 熊取町 10. 42

秋田県 全域 10. 00 鳩山町 10. 21 海老名市 10. 84 蒲郡市 10. 21 田尻町 10. 42
山形県 全域 10. 00 寄居町 10. 21 平塚市 10. 70 常滑市 10. 21 岬町 10. 42
福島県 全域 10. 00 その他地域 10. 00 小田原市 10. 70 小牧市 10. 21 太子町 10. 42

牛久市 10. 84 千葉市 11. 05 茅ヶ 崎市 10. 70 新城市 10. 21 河南町 10. 42
水戸市 10. 70 浦安市 11. 05 大和市 10. 70 東海市 10. 21 千早赤阪村 10. 42
日立市 10. 70 船橋市 10. 84 伊勢原市 10. 70 大府市 10. 21 その他地域 10. 00
龍ケ崎市 10. 70 成田市 10. 84 座間市 10. 70 知多市 10. 21 西宮市 11. 05
取手市 10. 70 習志野市 10. 84 綾瀬市 10. 70 高浜市 10. 21 芦屋市 11. 05
つく ば市 10. 70 市川市 10. 70 葉山町 10. 70 田原市 10. 21 宝塚市 11. 05
守谷市 10. 70 松戸市 10. 70 寒川町 10. 70 大口町 10. 21 神戸市 10. 84
土浦市 10. 42 佐倉市 10. 70 愛川町 10. 70 扶桑町 10. 21 尼崎市 10. 70
古河市 10. 42 市原市 10. 70 秦野市 10. 42 阿久比町 10. 21 伊丹市 10. 70
利根町 10. 42 八千代市 10. 70 大磯町 10. 42 東浦町 10. 21 川西市 10. 70
結城市 10. 21 四街道市 10. 70 二宮町 10. 42 武豊町 10. 21 三田市 10. 70
下妻市 10. 21 袖ケ浦市 10. 70 中井町 10. 42 幸田町 10. 21 明石市 10. 42
常総市 10. 21 印西市 10. 70 清川村 10. 42 設楽町 10. 21 猪名川町 10. 42
笠間市 10. 21 栄町 10. 70 南足柄市 10. 21 東栄町 10. 21 姫路市 10. 21
ひたち なか市 10. 21 木更津市 10. 42 山北町 10. 21 豊根村 10. 21 加古川市 10. 21
那珂市 10. 21 野田市 10. 42 箱根町 10. 21 その他地域 10. 00 三木市 10. 21
筑西市 10. 21 茂原市 10. 42 その他地域 10. 00 津市 10. 42 高砂市 10. 21
坂東市 10. 21 柏市 10. 42 新潟市 10. 21 四日市市 10. 42 稲美町 10. 21
稲敷市 10. 21 流山市 10. 42 その他地域 10. 00 桑名市 10. 42 播磨町 10. 21
つく ばみら い市 10. 21 我孫子市 10. 42 富山市 10. 21 鈴鹿市 10. 42 その他地域 10. 00
大洗町 10. 21 鎌ケ谷市 10. 42 その他地域 10. 00 亀山市 10. 42 奈良市 10. 42
阿見町 10. 21 白井市 10. 42 金沢市 10. 21 名張市 10. 21 大和郡山市 10. 42
河内町 10. 21 酒々井町 10. 42 内灘町 10. 21 いなべ市 10. 21 生駒市 10. 42
八千代町 10. 21 東金市 10. 21 その他地域 10. 00 伊賀市 10. 21 大和高田市 10. 21
五霞町 10. 21 君津市 10. 21 福井市 10. 21 木曽岬町 10. 21 天理市 10. 21
境町 10. 21 富津市 10. 21 その他地域 10. 00 東員町 10. 21 橿原市 10. 21
その他地域 10. 00 八街市 10. 21 甲府市 10. 21 菰野町 10. 21 桜井市 10. 21
宇都宮市 10. 42 富里市 10. 21 南アルプス市 10. 21 朝日町 10. 21 御所市 10. 21
野木町 10. 42 山武市 10. 21 南部町 10. 21 川越町 10. 21 香芝市 10. 21
栃木市 10. 21 大網白里市 10. 21 その他地域 10. 00 その他地域 10. 00 葛城市 10. 21
鹿沼市 10. 21 長柄町 10. 21 長野市 10. 21 大津市 10. 70 宇陀市 10. 21
日光市 10. 21 長南町 10. 21 松本市 10. 21 草津市 10. 70 山添村 10. 21
小山市 10. 21 その他地域 10. 00 塩尻市 10. 21 栗東市 10. 70 平群町 10. 21
真岡市 10. 21 千代田区 11. 40 その他地域 10. 00 彦根市 10. 42 三郷町 10. 21
大田原市 10. 21 中央区 11. 40 岐阜市 10. 42 守山市 10. 42 斑鳩町 10. 21
さ く ら 市 10. 21 港区 11. 40 大垣市 10. 21 甲賀市 10. 42 安堵町 10. 21
下野市 10. 21 新宿区 11. 40 多治見市 10. 21 長浜市 10. 21 川西町 10. 21
壬生町 10. 21 文京区 11. 40 美濃加茂市 10. 21 近江八幡市 10. 21 三宅町 10. 21
その他地域 10. 00 台東区 11. 40 各務原市 10. 21 野洲市 10. 21 田原本町 10. 21
高崎市 10. 42 墨田区 11. 40 可児市 10. 21 湖南市 10. 21 曽爾村 10. 21
前橋市 10. 21 江東区 11. 40 その他地域 10. 00 高島市 10. 21 明日香村 10. 21
伊勢崎市 10. 21 品川区 11. 40 静岡市 10. 42 東近江市 10. 21 上牧町 10. 21
太田市 10. 21 目黒区 11. 40 浜松市 10. 21 日野町 10. 21 王寺町 10. 21
渋川市 10. 21 大田区 11. 40 沼津市 10. 21 竜王町 10. 21 広陵町 10. 21
榛東村 10. 21 世田谷区 11. 40 三島市 10. 21 その他地域 10. 00 河合町 10. 21
吉岡町 10. 21 渋谷区 11. 40 富士宮市 10. 21 京都市 10. 70 その他地域 10. 00
玉村町 10. 21 中野区 11. 40 島田市 10. 21 長岡京市 10. 70 和歌山市 10. 42
その他地域 10. 00 杉並区 11. 40 富士市 10. 21 宇治市 10. 42 橋本市 10. 42
さ いたま市 11. 05 豊島区 11. 40 磐田市 10. 21 亀岡市 10. 42 その他地域 10. 00
朝霞市 10. 84 北区 11. 40 焼津市 10. 21 城陽市 10. 42 鳥取県 全域 10. 00
志木市 10. 84 荒川区 11. 40 掛川市 10. 21 向日市 10. 42 島根県 全域 10. 00
和光市 10. 84 板橋区 11. 40 藤枝市 10. 21 八幡市 10. 42 岡山市 10. 21
川口市 10. 70 練馬区 11. 40 御殿場市 10. 21 京田辺市 10. 42 その他地域 10. 00
草加市 10. 70 足立区 11. 40 袋井市 10. 21 木津川市 10. 42 広島市 10. 70
戸田市 10. 70 葛飾区 11. 40 裾野市 10. 21 大山崎町 10. 42 府中町 10. 70
新座市 10. 70 江戸川区 11. 40 函南町 10. 21 精華町 10. 42 東広島市 10. 21
八潮市 10. 70 調布市 11. 12 清水町 10. 21 久御山町 10. 21 廿日市市 10. 21
ふじ み野市 10. 70 町田市 11. 12 長泉町 10. 21 その他地域 10. 00 海田町 10. 21
川越市 10. 42 狛江市 11. 12 小山町 10. 21 大阪市 11. 12 熊野町 10. 21
行田市 10. 42 多摩市 11. 12 川根本町 10. 21 守口市 11. 05 坂町 10. 21
所沢市 10. 42 八王子市 11. 05 森町 10. 21 大東市 11. 05 その他地域 10. 00
飯能市 10. 42 武蔵野市 11. 05 その他地域 10. 00 門真市 11. 05 周南市 10. 21
加須市 10. 42 三鷹市 11. 05 名古屋市 11. 05 豊中市 10. 84 その他地域 10. 00
東松山市 10. 42 青梅市 11. 05 刈谷市 11. 05 池田市 10. 84 徳島市 10. 21
春日部市 10. 42 府中市 11. 05 豊田市 11. 05 吹田市 10. 84 その他地域 10. 00
狭山市 10. 42 小金井市 11. 05 知立市 10. 70 高槻市 10. 84 高松市 10. 21
羽生市 10. 42 小平市 11. 05 豊明市 10. 70 寝屋川市 10. 84 その他地域 10. 00
鴻巣市 10. 42 日野市 11. 05 みよ し 市 10. 70 箕面市 10. 84 愛媛県 全域 10. 00
上尾市 10. 42 東村山市 11. 05 岡崎市 10. 42 四條畷市 10. 84 高知県 全域 10. 00
越谷市 10. 42 国分寺市 11. 05 一宮市 10. 42 堺市 10. 70 福岡市 10. 70
蕨市 10. 42 国立市 11. 05 瀬戸市 10. 42 枚方市 10. 70 春日市 10. 70
入間市 10. 42 清瀬市 11. 05 春日井市 10. 42 茨木市 10. 70 大野城市 10. 42
桶川市 10. 42 東久留米市 11. 05 津島市 10. 42 八尾市 10. 70 太宰府市 10. 42
久喜市 10. 42 稲城市 11. 05 碧南市 10. 42 松原市 10. 70 福津市 10. 42
北本市 10. 42 西東京市 11. 05 安城市 10. 42 摂津市 10. 70 糸島市 10. 42
富士見市 10. 42 立川市 10. 84 西尾市 10. 42 高石市 10. 70 那珂川市 10. 42
三郷市 10. 42 昭島市 10. 84 犬山市 10. 42 東大阪市 10. 70 粕屋町 10. 42
蓮田市 10. 42 東大和市 10. 84 江南市 10. 42 交野市 10. 70 北九州市 10. 21
坂戸市 10. 42 福生市 10. 70 稲沢市 10. 42 岸和田市 10. 42 飯塚市 10. 21
幸手市 10. 42 あき る 野市 10. 70 尾張旭市 10. 42 泉大津市 10. 42 筑紫野市 10. 21
鶴ヶ 島市 10. 42 日の出町 10. 70 岩倉市 10. 42 貝塚市 10. 42 古賀市 10. 21
吉川市 10. 42 武蔵村山市 10. 42 日進市 10. 42 泉佐野市 10. 42 その他地域 10. 00
白岡市 10. 42 羽村市 10. 42 愛西市 10. 42 富田林市 10. 42 佐賀県 全域 10. 00
伊奈町 10. 42 瑞穂町 10. 42 清須市 10. 42 河内長野市 10. 42 長崎市 10. 21
三芳町 10. 42 奥多摩町 10. 42 北名古屋市 10. 42 和泉市 10. 42 その他地域 10. 00
宮代町 10. 42 檜原村 10. 42 弥富市 10. 42 柏原市 10. 42 熊本県 全域 10. 00
杉戸町 10. 42 その他地域 10. 00 あま市 10. 42 羽曳野市 10. 42 大分県 全域 10. 00
松伏町 10. 42 横浜市 11. 12 長久手市 10. 42 藤井寺市 10. 42 宮崎県 全域 10. 00
熊谷市 10. 21 川崎市 11. 12 東郷町 10. 42 泉南市 10. 42 鹿児島県 全域 10. 00

沖縄県 全域 10. 00

神奈川県

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

愛知県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

岡山県

広島県

長野県

岐阜県

静岡県

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

埼玉県

千葉県

東京都

北海道

宮城県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

Ａ 「 １ 単位の単価[ 円] 」 一覧（ 訪問介護） 別紙②裏面

山口県

徳島県

香川県

福岡県

長崎県



訪問介護用（任用要件・賃金体系・研修計画及び昇給の仕組み） 別紙③

事業所名等：

職責 任用要件
給与

（ 常勤・ 月給）
給与

（ 非常勤・ 時給）

（ 研修計画）

　 ・

　 ・

　 ・

職位・ 役職

　 注



【記入例】訪問介護用（任用要件・賃金体系・研修計画及び昇給の仕組み） 別紙③裏面

事業所名等：

職責 任用要件
給与

（ 常勤・ 月給）
給与

（ 非常勤・ 時給）

高度な業務の遂行
他の従業員への指導

●年以上
介護福祉士
介護職員実務者研修修了

常勤（ 月給）
・ 基本給 ●●●円～
・ 経験手当 ＋●●円
・ 役職手当 ＋●●円

非常勤（ 時給）
・ ●●　 円
・ 経験手当 ＋●●円

通常の介護業務
他の従業員への助言

●年以上
介護職員実務者研修修了

常勤（ 月給）
・ 基本給 ●●●円～
・ 資格手当 ＋●●円

非常勤（ 時給）
・ ●●　 円

・ 資格手当 ＋●●円

通常の介護業務
入社時～
介護職員初任者研修修了

常勤（ 月給）
・ 基本給 ●●●円～
・ 資格手当 ＋●●円

非常勤（ 時給）
・ ●●　 円
・ 資格手当 ＋●●円

（ 研修計画）

社会福祉法人　 ○○会

○○○○ケアセンター

　 ・  実務経験が●年以上の介護職員が●年目までに実務者研修を 受講し た場合、 受講費用の補助と し て、 ●●万円を 支給。

　 注　 「 任用要件」 欄に記載の勤続年数又は研修の受講状況に応じ て昇給するも のと し 、 職位に応じ た給与を 支給する。

　 　 「 給与」 欄に記載のない手当と し て、 通勤手当（ ●●円） 、 研修受講手当（ ●●円） を 支給する。

　 　 また、 介護職員等処遇改善加算の加算額は、 経験手当・ 資格手当への上乗せと し て、 １ 人当たり ●●円～●●円の範囲内で配分する。

　 ・  個別の希望に基づく 研修計画を 作成し 、 年●回以上●●研修を オンラ イ ンで受講。

職位・ 役職

上級ヘルパー
（ 主任）

中級ヘルパー

初級ヘルパー

　 ・  上記の他、 月２ 回ラ ンチミ ーティ ングを 行い、 ケアの向上に資する業務の中での気づき の共有やお互いへのフ ィ ード バッ ク を 行う 。


